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住宅改修とは、「介護」のために住宅を「リフォーム」することです。 

具体的には、トイレや廊下に手すりを付けたり、床を滑りにくい素材のものに変えたり、段差をなくしたりなどが一例として挙げられ

ます。 

住宅改修のメリットは、大きく２つです。 

○高齢者が自立した生活を送れる 

自宅をバリアフリー化することで、高齢者は自立した生活を送りやすくなります。そのため、在宅生活を継続しやすくなるのです。 

たとえばトイレのとき、立ったり座ったりに介助を必要としていた人が、トイレに手すりを付けたら 1 人でトイレに行けるようになったケ

ースや、部屋に段差がなくなったことで家のなかを自分で移動できるようになったケースなどがあります。 

○家族の負担が軽減する 

住宅改修には、高齢者だけでなく家族にとってのメリットもあります。 

トイレや浴室などの段差をなくしたり手すりをつけたりすることで、介助がしやすくなり介護者の負担軽減につながります。 

また、介護保険を利用すれば自己負担が少ないので、金銭的な負担もおさえることができるでしょう。 

住宅改修は介護保険の対象サービスなので、20万円までなら1割負担（所得によって 2～3割負担）で工事が可能です。 

上限の 20万円を超えなければ数回にわけて利用することも可能なので、必要なときに必要なリフォームができます。 

ただし、合計で 20万円を超えた分の費用に関しては全額自己負担になるので注意が必要です。 

なお、介護リフォームは他の介護サービスのように1割負担の金額で請求を受けるわけではなく、一度、工事施行業者へ全額支

払いをしてから 7～9割分が償還払いで支給されます。 

 

住宅改修とは、介護保険を利用して自宅を「介護リフォーム」できるサービス。 

体が不自由になるとちょっとした段差や和式トイレなどの使用が困難になりますが、介護が必要になっても住宅改修を

すれば、住み慣れた自宅での生活を続けやすくなります。 

   

 

 

 

 

発行 介護老人保健施設ヴィヴァン 

TEL087-869-1111 

FAX087-869-1182 



介護保険の対象となる工事内容は以下の 6種類に限定されています。 

①手すり 

歩行や立ち上がる際の支えとなる手すりの取り付けです。玄関やトイレ、浴室などいろいろな場所で施工できます。住宅改修の

工事では手すりの取り付けがもっとも多く、需要が高い工事内容です。 

②段差の解消 

段差の解消は、歩きやすくなるうえ転倒予防にもなります。廊下や玄関、浴室などだけではなく、段差の解消にはスロープの設置

も含まれるので、車椅子を利用する人にも必要な工事といえるでしょう。＊段差の解消は 2番目に需要の高いリフォームです。 

③床や通路の材料変更 

床や通路の材料を変更できます。滑りにくい素材の床にしたり、車椅子が動きやすいように畳をフローリングに変えたりする工事が

これにあたります。 

④扉の取り換え 

扉の取り換えが可能です。開け閉めが容易で介助の邪魔にならない引き戸に取り換える工事などが挙げられます。 

⑤便器（トイレ）の交換 

和式便器から洋式便器への交換や、便器の向きを変えるなどの工事です。洋式便器は高齢者本人が楽にトイレを使用できる

だけでなく、介護をする人の負担も軽減します。 

⑥付帯工事 

上記 5 つのリフォームを行うために付帯して必要となる工事です。 

たとえば、手すりの取り付けのための壁の補強や便器交換のための水道工事などがここに分類されます。 

（1）ケアマネに相談 

まずは、担当のケアマネジャーに相談します。自宅のどんなところに不便さを感じているのかを具体的に話しましょう。 

（2）事業者の選択・見積もり 

どのようなリフォームをするかが決まったら、ケアマネが施行事業者の選択や見積もり依頼を行います。 

（3）市町村に申請書類を提出 

続いて、工事をする前の段階で市町村に以下の 4 つの書類を提出し申請します。 

①支給申請書 ②工事費見積り書  ③介護リフォームが必要な理由書 

④リフォーム後、完成予定の状態がわかるもの（日付の入った写真、もしくは住宅の間取り図など） 

（4）介護リフォーム開始 

市町村が申請書類を確認し「住宅改修が必要」と判断されたら、いよいよ工事開始です。 

（5）工事費を全額支払う 

介護リフォーム終了後、施工業者に全額工事費の支払いをします。 

（6）住宅改修費の支給申請を行う 

全額支払ったあと、市町村に改修費支給の申請を行います。 

その際に必要な書類は以下の 4 つです。 

①介護リフォームの領収書  ②工事費内訳書 

③介護リフォームの完成後の状態を確認できる書類 （日付の入った修繕前と修繕後の写真） 

④住宅所有者の承諾書  

（7）自己負担分を除いた金額の支給 

保険者である市町村は、上記の書類を確認して適切な工事が行われたかをチェックします。 

適切だと認められると、自己負担分を除いた金額が戻ってきます。 

 

 

 

 

 

 


